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凡例▶ 対対象（記載のない場合はどなたでも）　日期日　時時間　場会場　定定員（記載のない場合は定員なし）　内内容　講講師　持持ち物　

（5）

要
な
方
は
、
7
月
22
日（
水
）か
ら

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
過
去
12
カ
月
に
90
日
以
上
入
院

し
て
い
る
方
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証

を
利
用
す
る
場
合
で
も
、
申
請
が

必
要
で
す
。

対
入
院
の
予
定
が
あ
る
方
、
高
額

な
医
療
費
が
か
か
る
方

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
る
方
に
は
交
付
不
可

持
資
格
確
認
書
、本
人
確
認
書
類
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

申
窓
口

先
問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
プ
レ
ミ
ア
ム
が
新
登
場
！

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
12
億
円
！ 

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
区
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。
▽
発
売
期
間　
7
月
31
日（
金
）ま
で

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
か
ら
も
購
入
で
き
ま
す
！　
問
宝
く
じ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　
☎
0‌

5‌

7‌

0
・
01
・
1‌

1‌

9‌

2

〇
年
間
上
限
額
の
新
設（
国
保
）・

一
部
新
設（
後
期
）

年
間
の
上
限
額
が
新
設
さ
れ
る

こ
と
で
年
間
の
上
限
額
に
達
し
た

後
の
医
療
費
は
令
和
9
年
8
月
以

降
に
還
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
・
後
期
高
齢
者
医
療
係

国
民
年
金

オ
ン
ラ
イ
ン
で
年
金

手
続
き
等
が
で
き
ま
す

国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
認
定
証
等

の
更
新

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

高
額
療
養
費
制
度
の
変
更

国
民
年
金
加
入
や
免
除
申
請
、

年
金
請
求
、
将
来
の
年
金
見
込
額

試
算
等
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
ま

す
。
詳
細
は「
日
本

年
金
機
構
」
（
下
記

参
照
）を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
府
中
年
金
事
務
所
　
☎
042
・

361
・
1
0
1
1

医
療
機
関
の
窓
口
で
マ
イ
ナ
保

険
証
を
利
用
す
る
か
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」ま
た
は「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
提
示
す
る
と
、
月
ご
と
の
支
払

額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。 

現
在
発
行
し
て
い
る
限
度
額
適

用
認
定
証
等
の
有
効
期
限
は
7
月

31
日（
金
）で
す
。
8
月
以
降
に
必

将
来
に
わ
た
り
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

（
後
期
）の
制
度
を
維
持
す
る
た
め

に
、
8
月
診
療
分
か
ら
高
額
療
養

費
制
度
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

月
ご
と
の
自
己
負
担
に
つ
い
て
、

医
療
費
の
伸
び
や
所
得
に
応
じ
た

金
額
と
な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。

主
な
変
更
ポ
イ
ン
ト

〇
自
己
負
担
限
度
額
の
上
限
の
見

直
し

40
〜
64
歳
の
方
が
介
護
保
険
適

用
除
外
施
設
に
入
所
し
た
場
合
、

申
請
に
よ
り
入
所
期
間
中
の
国
民

健
康
保
険
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
施
設
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

1カ月の自己負担限度額（69歳以下の方）
所得区分

（総所得金額等
−43万円）

外来＋入院
（世帯ごと）

ア
（901万円超、

または
所得未申告）

270,300円＋（10割分の医療費−901,000円）×1％
〈多数回140,100円※1〉
（年間上限1,680,000円）

イ
（600万円超
901万円以下）

179,100円＋（10割分の医療費−597,000円）×1％
〈多数回93,000円※1〉
（年間上限1,110,000円）

ウ
（210万円超
600万円以下）

85,800円＋（10割分の医療費−286,000円）×1％
〈多数回44,400円※1〉
（年間上限530,000円）

エ
（210万円以下）

61,500円
〈多数回44,400円※1〉
（年間上限530,000円※2）

オ
（住民税非課税等）

36,900円
〈多数回24,600円※1〉
（年間上限290,000円）

1カ月の自己負担限度額（70～74歳の方と75歳以上の方）
所得区分

(所得は住民税課
税所得)

75歳以上
の方の負担
割合

外来＋入院
（世帯ごと）外来（個人ごと）

現役並みⅢ
（690万円以上）

3割

270,300円＋（10割分の医療費−901,000円）×1％
〈多数回140,100円※1〉
（年間上限1,680,000円）

現役並みⅡ
（380万円以上～
690万円未満）

179,100円＋（10割分の医療費−597,000円）×1％
〈多数回93,000円※1〉
（年間上限1,110,000円）

現役並みⅠ
（145万円以上～
380万円未満）

85,800円＋（10割分の医療費−286,000円）×1％
〈多数回44,400円※1〉
（年間上限530,000円）

一　般
（145万円未満）

2割 一般Ⅱ 22,000円
（外来年間上限216,000円）

61,500円
〈多数回44,400円※1〉
（年間上限530,000円※2）

1割

一般Ⅰ

低所得者
住民税非課税等

区分Ⅱ 11,000円
（外来年間上限96,000円）

25,700円
〈多数回24,600円※1〉
（年間上限290,000円）

区分Ⅰ 8,000円 15,700円
（年間上限180,000円）

太字が変更点
※1　�診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が4回目以降から適用になる限度額。
※2　一部41万円の場合があります。

納期限　7月31日（金）
固定資産税・都市計画税（第2期）
国民健康保険税（第1期）
納付忘れにご注意を！

問収納課

○
普
通
救
命
講
習
Ⅲ
＝
小
児
・
乳

幼
児
を
対
象
と
し
た
心
肺
蘇
生
法

等

講
応
急
手
当
指
導
員

申
申
込
フ
ォ
ー
ム

（
下
記
参
照
）

限
8
月
10
日（
月
）

先
問
警
防
課
救
急
係
　
☎
377
・
7
 

1
1
9

大
切
な
命
を
救
え
る
よ
う
に
救

命
講
習
を
受
講
し
ま
し
ょ
う
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
中

学
生
以
上
の
方
　

※
講
習
日
ま
で
に
市

内
に
あ
る

Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
を
受
講
し
て
く
だ
さ

い
。

日
8
月
11
日（
火
・
祝
）

時
午
前
9
時
〜
11
時

場
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
4
階
会
議
室

定
20
人（
申
込
先
着
順
）

内
○
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
＝
成
人
を

対
象
と
し
た
心
肺
蘇
生
法
等

救
命
講
習

後期高齢者医療保険
資格確認書・資格情報のお知らせ

（一斉更新）
　8月1日以降に使用できる資格確認書または資格情報のお知らせを被保険者に
送付します。従来、被保険者全員に資格確認書を送付していましたが、今回の更
新より資格確認書または資格情報のお知らせに変更となります。
　送付物の確認は下図をご確認ください。
問保険年金課後期高齢者医療係

送付物確認フロー図

▲資格確認書

▲資格情報のお知らせ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

85歳以上である

マイナ保険証を持っている

マイナ保険証を普段から
利用している
○過去1年間で6回以上利用
○おおむね直近3カ月以内に利用

第34回稲城市消防団消防操法審査会
（6月14日・稲城北緑地公園）
　2カ月を超える厳しい訓練の成果を出し切って、消防技術の向
上と団員の士気を競い合いました。
▷結果
第一位　第一分団（矢野口地区）
第二位　第三分団（大丸・向陽台地区）
第三位　第七分団（押立地区）

国
民
健
康
保
険

介
護
保
険
適
用
除
外

施
設
に
入
所
し
た
場
合
の

保
険
税
の
減
額

国
民
健
康
保
険

負
担
割
合
が
変
わ
る
方
に

資
格
確
認
書
・
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

8
月
1
日
か
ら
負
担
割
合
が
変

わ
る
70
〜
74
歳
の
方
に
、
新
し
い
資

格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
を
7
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

負
担
割
合
が
変
わ
ら
な
い
方
・

69
歳
以
下
の
方
は
マ
イ
ナ
保
険
証

ま
た
は
現
在
お
持
ち
の
資
格
確
認

書
を
提
示
し
、
医
療
機
関
等
を
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係


